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（１）地域企業への支援強化と企業誘致の推進
事業名 事業概要 担当課

産業プラザ運営事業

産業プラザ（産業支援センター及び人材育成セ
ンター）を拠点として、地域企業の経営相談、企
業間連携の推進、農商工連携、起業家支援な
どの産業支援事業やものづくり技術講習など
の人材育成事業を実施し、地元企業の振興を
図る。

商工課

白河市小規模企業支
援資金融資制度事業

日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改
善資金（マル経融資）の利用者に対して、利子
の一部を補助し、小規模事業者の経営の安定
化を図る。

商工課

企業立地奨励金事業
本市に工場又は事業所を新設・増設する事業
者に対し、奨励金を交付することにより、産業
の振興と雇用機会の拡大を図る。

商工課

知的財産活用事業

中小企業の競争力の維持・強化や価格競争に
陥ることなく利益率の向上が期待できる知的財
産の活用を推進するため、特許や商標など知
的財産を生かした支援を行う「日本弁理士会」
と協定を締結し、中小企業等の知的財産の権
利化・活用に向けた支援を行い、中小企業の
経営基盤の強化と産業の振興を図る。

商工課

サテライトオフィス推進
事業（ソフト事業）

令和３年10月にオープンした「ラ・クリエーション
プラス」や市内空き店舗等への企業のサテライ
トオフィス開設を促進するため、サテライトオ
フィス開設に必要な改修費等の経費を補助し、
企業進出による雇用の創出や移住・定住者の
増加を図る。

商工課

会津大学産業関連交
流事業

会津大学と連携協定を締結し、ＩＴ人材の育成
や地域産業のIT化を連携して取り組み、地域
企業の底上げ、人材育成及び人材確保と創業
の推進を図る。

商工課

魅力ある雇用をつくる

【基本的な方向性】

地元企業の経営基盤の強化や生産性の向上に加え企業誘致を推進することで、「相応の賃金」＋「安定
した雇用形態」＋「やりがい」といった、誰もが安心して働くことができる質の高い雇用の創出・確保
に努めます。
また、企業間連携や異業種間連携の推進、高付加価値商品の開発、事業承継の円滑化など、地域経済に
新たな価値を生み出す取組を積極的に推進します。

本市で暮らす全ての方、特に若者や女性が安心して働くことができる魅力ある雇用を創出します。

【戦略プロジェクト】
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（２）若者の地元定着の推進
事業名 事業概要 担当課

ＵＩＪターン就活促進事
業

地元企業の人材確保のため、企業の魅力や基
本情報などをSNS等を活用して発信するととも
に、ＵＩＪターン希望者への交通費等の就活支
援を実施し、地元企業の人材不足解消と定住
及び就職の促進を図る。

商工課

若者Ｕターン・地元定着
促進事業

県南地域の中小企業の人材不足や人材育成
の課題を解決するため、求人の掘り起し、ＵＩＪ
ターン促進、インターンシップ受け入れ整備な
どの人材不足対策や新入社員・新任管理者な
どを対象とした各種研修など人材育成事業を
広域連携により実施し、中小企業の経営基盤
の安定化を図る。

商工課

女性に寄り添うライフ・
ワークサポート事業

子育て等によるブランクにより就職に不安のあ
る女性などを対象にワークショップ・セミナーを
実施することに加え、託児付き就労相談所を試
験的に設置することで、就労等に困難を抱える
女性に寄り添い、仕事と子育ての両立を支援
する。

地域拠点整備室

（３）白河の強みを発揮した新たな産業の創出
事業名 事業概要 担当課

創業者支援事業

地域経済の循環による地域活性化のため、起
業にチャレンジしたい女性・若者等を支援する
ため「創業塾」や「女性のためのプチ起業セミ
ナー」を開催するとともに、起業・創業に必要と
なる経費の一部を支援し、創業による新たなビ
ジネスや雇用の創造を図る。

商工課

創業支援資金融資制
度事業

創業者や事業継承を機会に新分野に挑戦する
第二創業者を対象とした運転資金及び設備資
金の融資を受けやすくするため、その資金を指
定金融機関に預託するとともに、信用保証料を
補助し、創業や事業承継の促進を図る。

商工課

リノベーションまちづくり
推進事業

中心市街地の空き家・空き店舗などの遊休不
動産に新たな価値を見出し活用するリノベー
ションまちづくりを推進し、民間活力によるまち
なかの賑わい創出につなげる。

まちづくり
推進課

空き店舗を活用したま
ちなか再生支援事業

中心市街地の空き店舗を若者や子育て世代の
多様な暮らし方、働き方を支援する魅力的な交
流拠点として再生し、賑わい創出につなげるた
め、空き店舗の改装費の一部を補助する。

まちづくり
推進課

サテライトオフィス推進
事業（ソフト事業）【再
掲】

令和３年10月にオープンした「ラ・クリエーション
プラス」や市内空き店舗等への企業のサテライ
トオフィス開設を促進するため、サテライトオ
フィス開設に必要な改修費等の経費を補助し、
企業進出による雇用の創出や移住・定住者の
増加を図る。

商工課
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会津大学産業関連交
流事業【再掲】

会津大学と連携協定を締結し、ＩＴ人材の育成
や地域産業のIT化を連携して取り組み、地域
企業の底上げ、人材育成及び人材確保と創業
の推進を図る。

商工課

コワーキングスペース
「らくり」運営事業

創業を目指す方などに手軽なコワーキングス
ペース「らくり」を提供するとともに、伴走型で支
援を実施し、市内での起業・創業を促進する。

商工課

女性活躍推進に向けた
多様な働き方実現事業

子育て世代など働きたくても働くことができない
女性などに対して、時間や場所を問わない新た
な働き方であるクラウドソーシングのセミナー等
を実施し、労働力不足の解消やワークライフバ
ランスの向上を図る。

商工課

（４）農業の魅力向上による雇用の場の創出
事業名 事業概要 担当課

白河の大地が君を待
つ！就農全力バック
アップ事業

全国的に広がる田園回帰の流れを着実に捉
え、新規就農及び移住・定住を促進するため、
充実した就農相談体制を継続するとともに、就
農フェアへの参加や収穫体験を実施する。

農政課

新規就農者育成総合
対策事業

農業の担い手確保と就農後の定着を図るた
め、人・農地プランに中心となる経営体として位
置付けられている又は農地中間管理機構から
農地を借り受けている原則50歳未満の独立・
自営就農者（認定新規就農者）に対し資金を交
付する。

農政課

がんばる新規就農者支
援事業

認定新規就農者が安定的かつ計画的に営農
に臨めるよう、就農計画書、青年等就農計画書
等において経営規模目標を達成するために必
要な施設設備や機械購入等の経費の一部を
補助する。

農政課

ディスカバリー白河農
活事業

新たな担い手の確保を図るため、就農体験事
業を実施するとともに参加者の交通費や宿泊
費の一部を補助する。

農政課

農業の未来をつくるス
マート農業推進事業

スマート農業を推進するため、農作業における
省力・軽労化や、栽培技術の集積によるスムー
ズな継承等を行う農業者への支援として、機械
購入費用等を補助する。

農政課

白河市産米の消費拡
大及び魅力発信事業

白河市産米の安定的な需要確保及び消費拡
大を図るため、米の販売促進活動等を行うこと
で、白河市産米の魅力を発信するとともに地域
ブランドの確立を目指す。

農政課
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農畜産物６次化・ブラン
ド化推進事業

農畜産物の付加価値を高めて農業所得の向上
を図るため、本市農畜産物を活用した新たな商
品開発、販路開拓等の取組を支援し、６次産業
化及びブランド化を推進する。また、ブランドに
対する信頼や共感を高めるため、「農産物ブラ
ンド白河しろもの」について事業を展開する。

農政課

農業法人参入促進事
業

最先端技術により高収益作物の生産を実現し
ている農業法人や新たな農の雇用を生む法人
等の誘致を図り、担い手の確保、新たな農業技
術の普及及び農作物生産の多様化を推進す
る。

農政課

農地耕作条件改善事
業

農業進出を計画する企業に対し基盤整備・施
設建設等の支援を行い、農家出身者の雇用就
農の受皿整備と栽培技術の提携や販路の共
有等を図る。

農林整備課3-3

3-3

3-3



（１）ニーズを捉えた婚活支援
事業名 事業概要 担当課

「ふれあいの場」創出事
業

独身女性及び県南地域の独身男性を対象とし
た「出逢いの場」の提供をはじめ、「世話やき
人」の発掘など人材育成も含めた結婚支援事
業を県南９市町村で連携して行い、少子化問題
の解決を図る。

生活防災課

（２）出産・子育てしやすい環境の整備
事業名 事業概要 担当課

園児の散歩道安全対
策事業

幼稚園、保育園周辺は、未就学児を中心とした
子供たちが日常的に集団で活動する道路であ
り、特に安全対策を要するため、早急に安全施
設整備等を行う。

道路河川課

予防接種事業

定期接種及び定期外である「おたふくかぜ」、
「妊娠希望者等の風しん」及び小児及び妊婦対
象に「インフルエンザ」ワクチン接種を実施し、
費用負担の軽減を図り感染症のまん延防止と
子育てしやすい環境づくりを推進する。また、風
しん抗体価の低い43～60歳男性に対し、抗体
検査及び予防接種を実施することにより先天性
風疹症候群の予防につなげる。

健康増進課

すこやか相談・発達支
援事業

保育園・幼稚園の４歳児を対象に「すこやか相
談会」を実施し、保護者の子育てに関する悩み
や心配事に応じるとともに、相談会後のフォ
ローアップに努め継続的な支援を行う。併せ
て、保育園・幼稚園の保育力向上も図る。さら
に、発達の遅れの可能性がある乳幼児を対象
に、発達支援教室の開催（一部委託）や医師に
よる発達相談会、保育園・幼稚園の巡回相談を
実施することで育児不安を軽減し、健やかな発
達支援を促す。

こども支援課2-1

重点戦略プラン2 若い世代の活躍を支える

【基本的な方向性】
生活を支える「しごと」の確保とともに、基本的な学習や本市が持つ歴史や伝統・文化、自然、食など
の魅力を教え伝えることに総力を挙げることで、地域への愛着と誇りを持った人材を育み、若者の定着
や回帰につなげていきます。
また、「ひと」と「ひと」の「つながり」の重要性を再認識し、多様な価値観を互いが認め、助け合
い・共存できる環境を整えることで、地域の中で誰もが安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる社
会の実現を図ります。

家族構成の変化や共働きの増加など、多様化するライフスタイルに対応することで、若い世代の活躍を
支えます。

【戦略プロジェクト】
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歯科保健事業

むし歯を予防するためフッ化物を活用し歯質の
強化を図る。３歳児までは、フッ化物歯面塗布、
４歳以上の幼稚園・保育園の園児及び小学校
の児童並びに中学校の生徒に対してはフッ化
物洗口を実施する。さらに、むし歯有病率が高
くなる年中・年長児のいる幼稚園・保育園等に
歯科衛生士を派遣し、６歳臼歯の大切さについ
ての意識の醸成を図る。

こども支援課

小児平日夜間救急医
療事業

子どもの健康を守り、安心して子育てができる
環境の向上に資するため、夜間における小児
初期救急医療体制の整備充実を図る。

健康増進課

医療機関新規開業支
援事業

安心して暮らせる医療体制を整備するため、市
内で新たに開業する医師及び医業を継承する
医師に対して奨励金を支給し、医師の確保を
図る。

健康増進課

地域子育て支援拠点事
業

乳幼児とその保護者が気軽に集い、語り合い、
交流する場を設けるとともに、必要に応じて育
児相談や子育て情報の提供を行うことにより子
育てを支援する。

こども支援課

子育て支援ガイドブック
作成事務

妊娠・出産・育児・子育て支援に関する情報を
一元化し、行政サービスや各種手当、相談窓
口などの情報をわかりやすく提供するとともに、
広く市民に周知することで、出産や育児など子
育てに対する不安の軽減を図る。

こども支援課

ファミリーサポートセン
ター委託事務

子育てを手伝って欲しい人と子育てを手伝って
あげたい人が会員となり、子どもの一時的な預
かりや保育園・幼稚園等への送迎など子育て
を支え合う事業を支援する。

こども支援課

子育てサロン推進事業

子育てを楽しめる環境づくりを促進するため、
未就学児及びその保護者が気軽に集い交流
し、仲間づくりを行う場を運営する団体に対し、
その費用の一部を助成する。

こども支援課

子育て支援アプリ活用
事業

スマートフォン向けの子育て支援アプリを活用
し、子育て支援の取組みや地域子育て支援拠
点、遊び場等の情報を迅速に分かりやすく発信
することで子育てを支援する。

こども支援課

こども医療費助成事業

出生から18歳までの入院・外来に係る医療費
の保険診療分一部負担金を助成することで、
児童の健全な育成と更なる福祉の増進を図
る。

こども支援課
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子育て世代包括支援セ
ンター事業

妊娠期から子育て期にわたり切れ目ない支援
を実施するため、相談機能の充実や関係機関
との連携強化を図り、育児不安の解消、虐待予
防に努め、健やかな子育ての支援を推進する。

こども支援課

病児保育事業

保護者の育児への負担軽減を図るため、病気
の治療中または回復期にあり、保育園や家庭
での保育が困難な子どもを一時的に預かる病
時保育施設を運営し、仕事と育児の両立を支
援する。

こども育成課

白河っ子すくすく応援
クーポン券支給事業

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、０
～３歳児を持つ家庭に対して、おむつ、おしり
ふき、ゴミ袋等と交換できる３万円分のクーポン
券を交付し、安心して子育てができる環境を整
備する。

こども支援課

多子世帯給食費負担
軽減事業

子育てしやすい環境を充実させるため、18歳以
下の兄弟姉妹のうち、義務教育を受けている第
３子以降の児童生徒を対象に学校給食費を全
額助成し、保護者の負担軽減を図る。

健康給食推進室

子どもに係る国民健康
保険税の減免事業

子育て世代の負担軽減を図るため、子ども（18
歳以下）に係る国民健康保険税均等割を全額
免除する。

国保年金課

保育士確保対策事業

民間保育園等の保育士不足に対応するため、
人材派遣会社の紹介により保育士を採用する
際の紹介料に相当する額を補助する。また、保
育園や認定こども園の増築・新築に伴う開園準
備のため、事前に保育士を確保した場合に賃
金の一部を補助する。

こども育成課

人材確保・組織体制強
化事業（保育体制・保
育補助者雇上強化事
業）

保育の受け皿拡大に必要となる保育人材の確
保及び保育士の負担軽減を図るため、保育支
援者及び保育補助者の雇用に必要な経費の
一部を補助する。

こども育成課

白河市新婚生活スター
ト応援事業

若年層の婚姻率を上げるため、若年・低所得
の新婚世帯に対して、結婚に伴う新生活のス
タートアップに係る経費（住居の購入費、家賃、
引越費用、リフォーム費用等）を補助し、定住促
進及び少子化対策を図る。

建築住宅課

子育て短期支援事業

保護者の育児疲れ等により、家庭における児
童の養育が困難となった場合に、児童福祉施
設等で一時的に児童の養育を行う事業を実施
し、子育てしやすい環境づくりを推進する。

こども支援課

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3



白河っ子応援！子育て
なるほどバスツアー事
業

子育て期の親子、出産予定の方や子育てに関
心のある方などを対象に、市の子育て関連施
設・事業の紹介などを行うバスツアーを実施
し、「安心して産み育てられるまち」を内外に発
信する。

こども支援課

妊産婦医療費助成事
業

妊娠期の疾病や負傷等は母体だけでなく、胎
児への影響も懸念されることから、妊婦が安心
して出産を迎えられるよう医療費の助成を行
い、妊婦の経済的負担の軽減を図る。

こども支援課

ごみ袋支給事業
児童扶養手当受給者を対象にごみ袋を支給す
ることにより、一人親世帯の経済的負担軽減を
図るとともに自立を支援する。

環境保全課

屋内遊び場「わんぱー
く」管理運営事業

市民の交流拠点であるマイタウン白河に木育・
知育をテーマにした屋内遊び場を設置すること
により、中心市街地の賑わい創出及び子育て
支援の推進を図る。

まちづくり
推進課

Omochaフリマ事業

使用しなくなった子ども用品（玩具・衣類）を対
面形式で販売し情報交換を行うフリーマーケッ
トを開催することで、中心市街地に子育て世代
を中心とした新たな人の流れを呼び込み、賑わ
いを創出する。

まちづくり
推進課

奨学資金貸与事業

経済的理由により修学が困難である学生に奨
学資金を貸与し、教育の機会均等を図る。（大
学等を卒業後５年間市内に居住し就労している
場合に、返還金の一部を免除する制度を平成
30年度に創設。）

教育総務課

男女共同参画推進事
業

男女共同参画に関する認識を深め、男女がと
もに平等な権利を持ち、それぞれの能力を充
分に発揮し、その能力を活かせるよう、講習会
やセミナーを開催し、男女共同参画社会の形
成や意識の高揚を推進する。

生涯学習
スポーツ課

（３）社会を生き抜く力を育む教育の充実
事業名 事業概要 担当課

学校図書館利活用推
進事業

児童生徒の読書の機会を増やし、豊かな心を
育むとともに学力向上を図るため、市立図書館
と連携して学校司書を配置し、学校図書館の有
効活用を図る。

学校教育課

白河の歴史文化再発
見事業（小学校）

小峰城跡等の史跡や指定文化財、小峰城歴史
館・中山義秀記念文学館の見学、また、松平定
信公の業績などを学ぶことにより、白河の歴史
や文化について知識を深め、郷土に対する愛
着や誇りを醸成する。

学校教育課

基本施策№

3-1

4-1

7-2

3-1

4-1

2-3

2-3

2-3

4-1



学校基礎学力向上推
進事業（小・中学校）

小・中学校に非常勤講師を配置し、個に応じた
指導により、授業の質的改善を目指した教育
活動を展開し、児童生徒の学力向上を図る。

学校教育課

ＩＣＴ教育環境整備事業
（小・中学校）

学校における教育のＩＣＴ化に向けた環境整備
を図るため、教室への電子黒板の導入や校務
用ＰＣの更新などを計画的に実施するととも
に、児童生徒のコンピュータを操作する技能を
高めるプログラミング学習を充実させるため、
専門知識を有する支援員を各学校へ派遣しＩＣ
Ｔを活用した学習活動を実施する。

学校教育課

キッズシアター（演劇教
室）開催事業

質の高い本物の舞台芸術を鑑賞することによ
り、子どもたちの豊かな感性や想像力を育み、
情緒豊かな児童の育成を図る。

生涯学習
スポーツ課

舞台芸術鑑賞授業開
催事業

中学生に質の高い舞台芸術の鑑賞機会を提
供することにより、豊かな感性や想像力を育
み、創造性豊かな人間形成を図る。

生涯学習
スポーツ課

図書・視聴覚資料等整
備事業

市民の要望等に対して多くの図書資料を提供
し、充実を図るとともに、こどもの本や大活字本
などきめ細かい蔵書や視聴覚資料の整備を図
る。

図書館

白河文化交流館管理
運営事業

コミネスの効果的・効率的な運営及び管理を行
うともに、多彩で質の高い自主事業を企画・運
営することにより、文化芸術の振興拠点として、
また、市民相互の交流活動拠点としての役割
を果たす。また、「白河市コミネス交響楽団」や
「コミネス混声合唱団」などの団体育成を行う。

文化振興課

アートによる文化振興
事業

アーティスト・イン・レジデンスを目指した取り組
みとして、プロの劇団の滞在型活動を誘致し、
稽古を公開するとともに、小中学生対象の演劇
のワークショップを実施する。また、高校の演劇
部を対象とした、プロの劇作家や演出家による
講習会を実施するなど、文化芸術活動による
人づくりやまちづくりを推進する。

文化振興課

しらかわ駅伝競走大会
開催事業

「駅伝のまち　しらかわ」を全国にアピールする
とともに、駅伝を通した交流を深めることを趣旨
として、しらかわ駅伝競走大会を開催する。

生涯学習
スポーツ課

4-4

4-3

4-2

4-2

4-1

4-1

4-4

4-4



ボッチャ推進事業
障がいの有無や年齢を問わずに楽しめる「ボッ
チャ競技」の普及を図り、健康増進や共生社会
の実現に寄与する事業を展開する。

生涯学習
スポーツ課

小峰城歴史館特別企
画展開催事業

白河市の歴史文化を発信するため、特別企画
展を開催する。
渋沢栄一と松平定信展

文化財課

白河歴史教科書活用
事業

本市の歴史と伝統に対する正しい理解と郷土
愛の醸成を図るとともに、本市の魅力を発信す
るため「しらかわ検定」を実施する。

まちづくり
推進課

白河かるた作成事業

未来を担う子どもたちの郷土愛を育むため、小
学生でも遊び感覚で本市の歴史と伝統・文化
に触れることができる「白河かるた」を作成し、
地域の歴史と伝統文化に対して関心を高める
機会を創出する。

まちづくり
推進課

4-5

4-4

4-5

4-5



（１）地域資源を活用した観光の振興
事業名 事業概要 担当課

しらかわ観光ステーショ
ン整備事業

JR白河駅舎に隣接する既存建造物を観光客
が楽しみながら観光プランやまち歩きルートを
考える体験型の観光案内所「しらかわ観光ス
テーション」として改修するとともにコンピエー
ニュ広場と一体的に整備することにより、賑わ
いを創出する。

まちづくり
推進課

観光物産ＰＲ事業

観光誘客を促進するため、首都圏等で行われ
る観光物産展に出展し、また、観光パンフレット
を制作するなどし、本市の観光及び物産のPR
を行う。

観光課

サイクルツーリズム推
進事業

観光誘客を促進するため、那須町、西郷村と連
携を図り、サイクルイベントへ出展するととも
に、３自治体にまたがる周遊コースをPRし、自
転車観光の気運を高める。

観光課

アジアンインバウンド誘
致事業

県南地方の町村と連携してモニターツアー等の
事業を実施し、アジア諸国等からのインバウン
ド誘客を進める。

観光課

フィルム・コミッション事
業

観光や文化の振興及び地域活性化につなげる
ため、首都圏からの交通の便が良く、歴史的建
築物が多く残っているなど、本市の優位性を活
かし、映画等の撮影の誘致を推進する。

観光課

南湖公園魅力発信事
業

多くの方々に南湖の魅力を知ってもらうため、
南湖を中心としたイベントを実施し、誘客を促進
する。また、松平定信に焦点を当て、南湖公園
や小峰城に関連する方などを交えたシンポジ
ウムを開催し、本市の歴史やその魅力を再確
認すると共に市内外へ情報発信し誘客促進を
図る。

観光課

基本施策№

3-4

3-4

3-4

3-1

重点戦略プラン3 人と地域のつながりをつくる

【基本的な方向性】

「しごと」と「ひと」の創生を図るとともに、市民が主体となったまちづくりを進めることで、個性的
で活気と活力に満ちた地域社会の実現を図ります。

本市の知名度・認知度アップや観光振興による交流人口や関係人口の増加を図るとともに、大都市（特
に首都圏）に在住する移住希望者等に対し本市の魅力を積極的に発信することで、人と地域のつながり
をつくります。

【戦略プロジェクト】

3-4

3-4



南湖魅力向上事業

国道２９４号白河バイパスの開通を見据え、観
光客等が安心して来園できるよう案内看板を設
置するとともに、道路を含むオープンスペース
を活用したイベントの開催や歩行者の安全性
確保・魅力を高める方策を検討するための交
通量調査を実施し、南湖公園の新たな魅力の
発掘や向上を図る。

都市計画課

広域観光推進事業

那須町と連携した観光推進事業により両自治
体間の周遊を促進するとともに、那須白河ブラ
ンドの創出により、本市の知名度向上及び観光
誘客を拡大する。

観光課

新たな地域資源調査活
用事業

来訪者が白河ラーメンなどの観光情報を手軽
に取得出来るよう、観光情報を収集・データ
ベース化し、タッチパネル等により情報検索で
きるシステムを提供し、来訪者の満足度向上を
図る。

観光課

白河が応援、白河を応
援プロジェクト事業

「知ってもらう」「食べてもらう」「来てもらう」の３
つの視点で、新聞広告の掲載やインフルエン
サーの情報発信、進学相談会における市産米
の物販など、本市の特色ある情報を継続して
発信し、白河ファンを増やす。

観光課

小峰城歴史館特別企
画展開催事業【再掲】

白河市の歴史文化を発信するため、特別企画
展を開催する。
渋沢栄一と松平定信展

文化財課

小峰城跡史跡整備事
業

将来の石垣管理に向けた基礎情報を得るた
め、石垣悉皆調査を行い、石垣カルテの作成を
行う。また、震災後の石垣変動の有無を確認す
るため、動態観測を行う。

文化財課

清水門復元整備事業

市のシンボル、小峰城の史跡としての価値をさ
らに高めるため、市民から期待されている「清
水門」を復元する。令和４年度は実施設計およ
び欅大柄材の調達を行い、６年度の建築工事
完了を目指す。

文化財課

歴史的資源活用事業

市民や観光客のまちなか回遊を促すことによ
り、本市の歴史的資源の価値を再認識する機
会を創出し、歴史的風致の維持向上に寄与す
る。これまで蓄積したツアーコース等を活用し、
他団体と連携して街なか回遊の情報発信の機
会を拡大していく。

まちづくり
推進課

歴史的風致形成建造
物活用推進事業

歴史的に価値のある建造物の保存を図るた
め、歴史まちづくり法に基づき、「歴史的風致形
成建造物」として指定した建造物などの修景費
用の一部を補助する。

まちづくり
推進課

4-5

4-5

4-5

3-4

3-4

5-1

5-1

3-4

3-4



南湖公園史跡整備事
業

南湖公園整備基本計画に基づき、史跡整備を
実施する。令和４年度は、店舗群に面した南湖
北東湖岸において園路整備を実施する。

文化財課

（２）移住・定住の促進
事業名 事業概要 担当課

白河市新婚生活スター
ト応援事業【再掲】

若年層の婚姻率を上げるため、若年・低所得
の新婚世帯に対して、結婚に伴う新生活のス
タートアップに係る経費（住居の購入費、家賃、
引越費用、リフォーム費用等）を補助し、定住促
進及び少子化対策を図る。

建築住宅課

まちなか居住支援事業

中心市街地内の民間賃貸住宅に居住する一
定の要件を満たした子育て世代に対し、その家
賃の一部を補助することにより、中心市街地へ
の居住促進を図る。

まちづくり
推進課

空き家対策事業

空き家の解消を図るため、空家等利活用促進
対策協議会と連携し、空き家バンクや改修費補
助、相談会、セミナーや冊子による意識啓発、
老朽化した空き家の解体費補助等、空き家の
利活用促進、発生抑制、特定空家化の防止に
取り組み、良好な住環境の確保を図る。

まちづくり
推進課

移住・定住推進事業

本市への移住希望者等の受け入れ体制づくり
を進め、移住希望者を支援するとともに、移住
に関する情報を充実させ、効果的に発信するこ
とや引越し費用を補助することで、将来的な移
住・定住人口の増加を図る。

企画政策課

来て「しらかわ」住宅取
得支援事業

県外から市内へ・市外から市内への移住する
世帯に対して、住宅取得に要する費用の一部
を助成し、移住・定住の促進により地域の活性
化を図る。

建築住宅課

「みりょく発信」二地域
居住・移住希望者市営
住宅提供事業

入居率の低い外面市営住宅等の空き住戸を二
地域居住や移住体験施設として活用し、白河
市の情報発信や定住促進を図る。

建築住宅課

白河お試し住宅まちな
かベース整備事業

市街地エリアにお試し住宅を新たに整備し、移
住を検討している方に白河の暮らしやすさを実
感してもらうことで、移住等を推進する。

企画政策課

白河つながるサロン（オ
ンラインサロン）運営事
業

誰もが集えるオンラインサロンを開設し、移住
者や移住検討者と市民が交流するオンライン
上のサードプレイスを設置する。さらに、これを
きっかけに実際に人が集う民間主体のサードプ
レイスを増やしていく。

企画政策課

7-3

7-3

3-1

2-3

7-3

7-3

6-3

基本施策№

5-3

7-3



（３）戦略的なシティプロモーションの展開
事業名 事業概要 担当課

広報白河発行事業

市の政策の目的や課題･効果などについて、的
確で分かりやすい情報を提供するため、毎月１
回「広報白河」を発行し、市民との情報の共有
化を図る。

秘書広報課

ふるさと大使事業

全国に向けて本市をＰＲするため、本市に縁が
あり、全国的に活動している方々を「しらかわ大
使」として委嘱し、本市のイメージアップ、企業
誘致及び観光誘客を図る。

秘書広報課

「白河市公式ホーム
ページ」管理運営事業

誰にでも使いやすく、見やすいホームページを
目指すため、研修会等に参加し、利用者の満
足度向上を図る。

秘書広報課

情報発信力強化事業
市公式フェイスブック、ツイッターに加え、新た
にLINEを導入することで、市民の利便性を向上
させ、情報発信力の強化を図る。

秘書広報課

図柄入り白河ナンバー
導入事業

広域的な地域振興、観光振興を促進するた
め、走る広告塔として宣伝効果の高い図柄入り
白河ナンバーが白河市及び西白河郡４町村で
普及するよう、周知活動等を積極的に行う。

企画政策課

ふるさと納税取扱事務

寄附金の使途である主要施策をＰＲしながら、
市外に住んでいる方からふるさと納税を募ると
ともに、そのお礼として地場産品を送付すること
で、市の魅力や、まちづくりの理念等を広く発信
する。

企画政策課

（４）市民協働の推進と外部人材の積極的活用
事業名 事業概要 担当課

Omochaフリマ事業【再
掲】

使用しなくなった子ども用品（玩具・衣類）を対
面形式で販売し情報交換を行うフリーマーケッ
トを開催することで、中心市街地に子育て世代
を中心とした新たな人の流れを呼び込み、賑わ
いを創出する。

まちづくり
推進課

アートによる文化振興
事業【再掲】

アーティスト・イン・レジデンスを目指した取り組
みとして、プロの劇団の滞在型活動を誘致し、
稽古を公開するとともに、小中学生対象の演劇
のワークショップを実施する。また、高校の演劇
部を対象とした、プロの劇作家や演出家による
講習会を実施するなど、文化芸術活動による
人づくりやまちづくりを推進する。

文化振興課

地域おこし協力隊活用
事業

地方の活性化に積極的な都市地域の人材を採
用し、地域の魅力発信や課題解決について実
践的に行動してもらうことにより、新たな魅力の
醸成と地域の活性化を図る。

企画政策課

7-4

基本施策№

7-1

7-4

7-4

基本施策№

3-1

7-4

7-6

4-4

7-4



まちづくり・ひとづくり事
業

若い世代の主体的なまちへの関わりの気運を
醸成するため、主に高校生が集える場「コミュ
ニティ・スペース」を設置し、地域社会参画等を
支援するとともに、地域に対する誇りと愛着を
育む。

企画政策課

地域づくり活性化支援
事業

地域の活力を育むため、地域特性を活かした
自発的で独自性のある市民活動に対し補助金
を交付する。また、高校生を対象とした補助も
行い、若者の活動を支援する。

生活防災課

地域の底力再生事業

地域活動を活性化させコミュニティの強化を図
るため、町内会がこれまで培ってきた「協働」、
「伝統」、「融和」の力を活かして実施する自主
的な活動、防災訓練等を支援する。

生活防災課

農業用施設整備“結”
支援事業

地域住民の協働活動の一環として、町内会が
行うＵ字溝敷設や農業用施設の修繕等に対
し、原材料支給及びバックホウ等の機械を貸与
し、農業用施設の保全活動を促進させる。

農林整備課

まちラボ学生プロジェク
ト支援事業

多くの資源が備わる白河を知ってもらうため、
大学のゼミ等が、研究や活動のフィールドとし
て本市を活用する場合の経費の一部を支援す
ることにより来白を促し、その活動を通して白河
のファン（関係人口）を増やしていく。併せて地
域課題の解決、大学生と地域・高校生との交流
や、白河の魅力の発掘、情報発信等を推進す
る。

企画政策課

地域プレーヤー創出・
育成事業

様々な地域課題の解決と持続可能な地域社会
づくりに取り組む「地域プレーヤー」の活躍が求
められていることから、コミュニティビジネスや
ソーシャルビジネスに関心を有する人材を発
掘・育成する。

地域拠点整備室

（５）誰もが活躍できる地域社会の実現
事業名 事業概要 担当課

へる塩プロジェクト事業

高血圧予防講演会や減塩相談会を開催すると
ともに、特定健診で血圧高値の方や尿中塩分
濃度高値者及び小学６年生に対し尿検査によ
る塩分測定を実施し減塩についての啓発を行
う。あわせて、へる塩健康応援店の普及を図る
ことにより、健康に関する市民の意識を高揚さ
せる。

健康増進課

7-1

7-1

7-1

基本施策№

7-1

7-1

7-1

2-1



特定保健指導事業

生活習慣病を予防することにより健康寿命を延
ばし、医療費適正化につなげるため、特定健康
診査の結果通知に基づき、動機付け支援、積
極的支援を対象者に応じた指導内容を検討し
て実施する。

健康増進課
国保年金課

重症化予防事業

糖尿病の受診中断者や未受診者など、糖尿病
性腎症の重症化リスクが高い方を主治医と連
携して支援する「糖尿病性腎症重症化予防プロ
グラム」や、このプログラム以外の生活習慣病
重症化リスクが高い方を対象に、個別面接、家
庭訪問等を行い、自主的に生活習慣の改善が
出来るように支援し、医療費の抑制を図る。

健康増進課
国保年金課

健康ポイント事業

市民の健康に対する意識の醸成と健康増進の
ため、スマホアプリや活動量計を活用し、日々
の歩行や血圧・体脂肪等の測定データを自動
的に管理するとともに、健診受診や歩数等に応
じてポイントを付与することができる「健康ポイ
ントプログラム」を活用し、健康づくりを支援する
ことで、健康寿命の延伸と医療費の抑制を図
る。

健康増進課

白河QOL向上プロジェ
クト事業

市民のＱＯＬ（生活の質）を長く、良く保ち続ける
ため、実態調査を行い、医療・介護・健診データ
と関連付け分析する。その結果に基づき、健康
支援事業を展開し健康寿命の延伸と医療費の
抑制につなげる。

健康増進課

地域医療体制支援事
業

救急医療・周産期医療・小児医療及び脳疾患
医療充実のため、本市及び西白河郡内町村・
那須町において、県南地域の基幹病院である
白河厚生総合病院に対し支援を行い、医療体
制の整備充実を図る。

健康増進課

高齢者サロンあったか
センター事業
（介護保険特別会計）

高齢者が歩いて行ける範囲を目安に、高齢者
が気軽に集まり地域の住民と触れ合うことがで
きる高齢者サロン「あったかセンター」の設置を
推進し、その運営費を補助するとともに、運営
に携わる高齢者サポーターを養成する。

高齢福祉課

生活支援体制整備事
業（介護保険特別会
計）

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活で
きるよう、地域資源の活用と連携を図る生活支
援協議体とコーディネーターの協働による地域
支えあいの仕組みづくりを推進する。

高齢福祉課

高齢者居場所づくり事
業（介護保険特別会
計）

高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進する
ための場として、常設型の「居場所」が現在、白
河地域に２箇所、表郷地域に１箇所、東地域に
１箇所、計４箇所設置されており、今後も高齢
者が気軽に集まり交流する場として、新たな
「居場所」づくりの開設に向けた取組みを続け
る。

高齢福祉課

2-2

2-1

2-1

2-4

2-4

2-4

2-1

2-1



らく楽健康体操事業

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることな
く、健康で生きいきとした生活を送れるようにす
るため、「コオーディネーショントレーニング」を
軸とした高齢者向け介護予防健康体操プログ
ラムを作成し、筋力維持や運動機能の向上を
図る。

高齢福祉課

地域包括支援センター
運営事業
（介護保険特別会計）

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる
地域づくりを推進するため、地域包括ケアシス
テムの中核的機関である地域包括支援セン
ターを運営する。

高齢福祉課

高齢者見守り生活支援
事業

地域密着型の介護予防体制の構築と「新しい
生活様式」へ対応するため、日常生活に欠か
せない買い物の支援と高齢者への声かけを移
動販売車で実施し、地域の高齢者を見守りな
がら買い物をサポートする。また、電話による
安否確認を実施し、孤立防止と見守りを継続し
て実施する。

高齢福祉課

地域生活支援事業

障がいのある方を対象に、日常生活用具の給
付や相談支援員の派遣、手話等による意思疎
通の支援、訪問入浴や日中一時預かりサービ
スの提供などを行い、自立した日常生活や社
会生活を支援する。また、障がいのある方の将
来や親亡き後などの緊急時に備えるため、障
がい者基幹相談支援センターにコーディネー
ターを配置し、要支援者の掘り起こしや相談支
援、関係事業所との受入れ調整など、地域生
活支援体制の整備を推進する。

社会福祉課

ひきこもり自立支援事
業

ひきこもりの長期化や高齢化に伴い社会的な
孤立に追い込まれてしまう状態を防ぐために、
ひきこもりに特化した第一次相談窓口となる
「白河市ひきこもり相談支援センターTUNAG
（つなぐ）」を設置し様々な悩みや相談に応じ、
関係機関等とも連携し必要な支援につなげるこ
とで、当事者の自立や社会参加の促進を図る。

社会福祉課

若者居場所づくり事業

ひきこもりやニートなど社会生活を営む上で困
難を抱える若者に対し、社会と個人をつなぐ
「居場所（ユースプレイス）」を関係９町村と共同
で提供し、他者との交流や各種プログラムの実
践を通して社会性を身に付けさせ、就労意欲の
向上及び社会参加の促進を図る。

社会福祉課

ボッチャ推進事業【再
掲】

障がいの有無や年齢を問わずに楽しめる「ボッ
チャ競技」の普及を図り、健康増進や共生社会
の実現に寄与する事業を展開する。

生涯学習
スポーツ課

地方バス路線維持対策
事業

市民の日常生活に不可欠な路線バスの運行を
維持するため、バス事業者に対し補助金を交
付する。

企画政策課

4-4

2-6

2-6

2-4

2-5

2-4

5-4

2-4



循環バス運行事業
市民の日常生活に必要な地域公共交通を確保
するため、白河市循環バスを運行する。

企画政策課

地域内移動支援事業

運転免許証を持たない高齢者（75歳以上）や障
がい者の日常生活を支える移動手段を確保す
るため、バス及びタクシー運賃の一部を助成す
る。また、これまで対象としていなかった、障が
い者福祉制度の通院等にかかる交通費補助を
受けている障がい者も、対象者に加えて拡充を
図る。

企画政策課

予約方乗合タクシー実
証実験事業

利便性が高く、効率的な公共交通の導入を検
討するため、表郷・大信・東地域において、デマ
ンド方式による乗合タクシーを試験的に運行す
る。また、３地域に加え、新たに小田川・大沼地
区を対象に試験的に運行する。

企画政策課

白紙

5-4

5-4

5-4


